
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
号 

 
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

    

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度

要
綱
様
式
第
四
号
に
よ
る
療
育
手
帳
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱

様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

 
  

み
ど

り
の

 
手

 
帳
（
療
育
手
帳
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
 

様
式
第
四
号
（
第
一
面
）
中 

 
 

 

」
 

を 「
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

療
 

 
育

 
 
手

 
 
帳

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

」
 に

改 


